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大
分
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
七
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

　
別
表
第
三
の
総
務
対
策
部
の
部
の
行
政
企
画
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

電
子
自
治
体
推
進
班

本
部
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
関
す
る
こ
と
。

　
別
表
第
三
の
総
務
対
策
部
の
部
の
人
事
班
の
項
第
七
号
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
、
同
表
の
福
祉
保
健
対
策
部
の
部
の
保

護
・
監
査
指
導
室
の
項
中
「
保
護
・
監
査
指
導
室
」
を
「
保
護
・
監
査
指
導
班
」
に
改
め
、
同
表
の
商
工
観

光
労
働
対
策
部
の
部
の
情
報
政
策
班
の
項
を
削
り
、
同
表
の
農
林
水
産
対
策
部
の
部
の
農
地
活
用
・
集
落
営

農
班
の
項
中
「
農
地
活
用
・
集
落
営
農
班
」
を
「
水
田
畑
地
化
・
集
落
営
農
班
」
に
改
め
、
同
表
の
文
教
対

策
部
の
部
の
教
育
人
事
班
の
項
第
四
号
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
総
務
対
策
部
の
部
の
行
政

企
画
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
の
福
祉
保
健
対
策
部
の
部
の
保
護
・
監
査
指
導

室
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
の
商
工
観
光
労
働
対
策
部
の
部
の
情
報
政
策
班
の
項
を
削
る
改
正
規
定
及
び
同

表
の
農
林
水
産
対
策
部
の
部
の
農
地
活
用
・
集
落
営
農
班
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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